
事業所控用

貴事業所に係る委託費、給付費等の概算額を、下記総括表のとおり指定銀行へ振り込みます。

当月分の精算及び翌月分の委託費、給付費概算額の請求は、｢大阪市役所送付分｣により行ないますので、

内容を確認のうえ、毎月３日までに請求してください。

乳児

１・２歳児

３歳児

４歳以上児

減価償却費加算

賃借料加算

資格保有者加算

障がい児保育加算

定員を恒常的に超過していることによる減額

常態的に土曜日を閉所することによる減額

連携施設を設定しないことによる減額

自園調理等以外の食事提供による減額

管理者を設置していないことによる減額

副主任保育士等加算

職務分野別リーダー等加算

処遇改善等加算Ⅲ

冷暖房費加算

除雪費加算

降灰除去費加算

施設機能強化推進費加算

栄養管理加算

第三者評価受審加算

その他加算額

その他月額加算額

その他調整額

０歳児途中入所対策事業支援費

委託費・給付費・市支援費　合計

大阪市長　様

委託費、給付費等について、次のとおり概算請求します。

金 円

円

円

円

円

市

支

援

費 小 計

Ｃ＝Ｂ－Ａ Ｄ（前月計算分）

月分

支弁額内訳計算書

精 算 書

精　　算　　額

月分 月分 月分総括表 月～月分 月～月分 月～月分 月分

Ｅ Ｆ＝Ｅ－Ｄ Ｇ Ｘ＝Ｇ＋Ｃ＋Ｆ

精算済額 再計算額 差額 概算額 精算額 差額 概算額 支払額

Ａ Ｂ

0

教 育 ・ 保 育 費 用 0 0

市 支 援 費 0

月分精算額内訳

0

支 払 額 0 0

利 用 者 負 担 徴 収 額 0

公定価格単価算出基礎による内訳
計 利 用 人 員 計

人 件 費 管 理 費 一 般 生 活 費

月 ～ 月 分

差 額 内 訳

経営主体 地域区分 総定員 処遇改善等加算率 遡 及 入 力 分

委

託

費

・

給

付

費

市支援費

支払額

（但し、令和 年 月分の委託費、給付費として）

教育・保育費用

利用者負担徴収額

法 人 名

事 業 所 名

処遇改善等加算Ⅱ合計

請 求 書

事 業 所 所 在 地

小 計

代 表 者 職 氏 名


